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平成２９年労第４２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、Ａ所在のＢ会社（以下「所属事業場」という。）に雇用され、土工

として勤務していた。 

請求人は、平成○年○月○日、Ｃ会社が元請として施工するＤ駅構内架道橋新

設工事の下請作業員として就労していたが、自動車を運転して所属事業場へ戻る

途中、交通事故（以下「本件事故」という。）により負傷した。 

請求人は、本件事故後、Ｅセンターに救急搬送され、「頭部打撲、胸部打撲、

左手擦過傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫」と診断された。その後、複数の医療機関で療

養を続け、平成○年○月○日、Ｆクリニックに受診し、「軽度外傷性脳損傷、高

次脳機能障害」と診断された。 

請求人は、軽度外傷性脳損傷、高次脳機能障害を発症したのは業務上の事由に

よるものであるとして、監督署長に療養補償給付を請求したところ、監督署長は、

請求人に発症した軽度外傷性脳損傷及び高次脳機能障害は、本件事故との因果関

係が認められず、業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給

しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので
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ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発症した軽度外傷性脳損傷、高次脳機能障害が業務上の

事由によるものであると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

 

（１）請求人は、Ｇ医師作成の平成○年○月○日付け診断書を提出し、本件事故に

よって軽度外傷性脳損傷を負い、高次脳機能障害を発症した旨主張している。 

（２）Ｈ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、負傷直後に撮影されたＣ

Ｔ画像上、脳に明らかな異常所見を認めないこと等から、請求人が本件事故に

より軽度外傷性脳損傷を負ったとは医学的にみて考えられない旨述べている。

また、Ｉ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、平成○年○月○日に

Ｊ病院で施行された脳ＭＲＩ検査上、脳損傷所見が認められないこと等をもと

に、本件事故による高次脳機能障害の発症を否定している。 

審査官は、上記医学的見解に照らし、監督署長の処分を妥当なものと判断し

ているところである。 

（３）しかしながら、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長が策定した「画像

所見が認められない高次脳機能障害に係る障害（補償）給付請求事案の報告に

ついて」（平成２５年６月１８日付け基労補発０６１８第１号）によれば、画像

所見が認められない場合であっても、軽度外傷性脳損傷に該当する場合には、

障害等級第１４級を超える高次脳機能障害が残る可能性が示されていることを

踏まえ判断することとされており、当審査会としても、その趣旨は妥当なもの
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と考えるところであり、本件は障害（補償）給付事案ではないものの、請求人

が本件事故により軽度外傷性脳損傷を負ったことで高次脳機能障害となったか

否かについて検討すると以下のとおりである。 

ア 軽度外傷性脳損傷については、平成１７年に、ＷＨО協力センターが、「 

Summary of the WHO collaborating Center for Neurotrauma Task Force on 

Mild Traumatic Brain Injury」において、その「操作的定義」を示しており、

当審査会としても、「操作的定義」は医学的経験則に基づく妥当なものと思料

するところ、「操作的定義」に基づき検討する。 

イ 上記「操作的定義」によれば、１．①錯乱または見当識障害、②３０分以

内の意識喪失、③２４時間未満の外傷性健忘症、④局所神経徴候、けいれん

及び外科手術を必要としない頭蓋内損傷のようなその他の一過性の神経学上

の異常のうち少なくとも１つが認められること、２．外傷３０分後、または

それ以降の医療機関受診時のグラスゴーコーマスケールが１３点から１５点

であることが要件とされている。なお、軽度外傷性脳損傷の徴候は、ａ麻薬、

アルコール、処方薬、ｂ他の外傷、または他の外傷の治療（例えば、全身外

傷、顔面外傷、挿管）、ｃ他の疾患（例えば、心的外傷、言語障壁、同時に存

在する症状）ｄ穿通性頭蓋骨脳損傷のいずれかに起因するものであってはな

らないこととされている。 

ウ 本件についてみると、療養補償給付たる療養の費用請求書によれば、請求

人は、本件事故当日（平成○年○月○日）の午後○時○分頃に被災したとさ

れ、また、「救急活動状況について（回報）」によれば、同日午後○時○分、

救急隊が本件事故現場に到着した際の請求人の意識は「清明」であったとさ

れており、上記イ１．②記載の「３０分以内の意識喪失」があったことを示

す客観的根拠は見いだせない。また、本件事故直後に請求人が搬送されたＥ

センターの診療録を始めとした一件記録を精査するも、請求人が錯乱してい

たり、一過性の神経学上の異常等を呈していた事実を確認することはできな

いことから、請求人において、「操作的定義」の要件を満たすとはいえないも

のである。 

エ したがって、「操作的定義」に照らし、請求人は、本件事故により軽度外傷

性脳損傷を負ったものとは認められず、上記（２）のとおり、請求人の脳に

器質的な異常や外傷性変化があることを示す所見も認められないことから、
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当審査会としては、本件事故と請求人の高次脳機能障害との因果関係は認め

られないものと判断する。 

オ なお、請求人のその余の主張についても子細に検討したが、上記判断を左

右するに足るものは見いだせなかった。 

（４）ところで、請求人は、本件事故により両眼視力の低下及び視野狭窄等の症状

を発症したと主張しているが、平成○年○月○日付けＫ病院Ｌ医師作成の診断

書及び平成○年○月○日付けＩ医師作成の意見書等の一件記録を精査するも、

当審査会としては、これらの症状についても、本件事故との関連性は認められ

ないものと判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


